
 
協議会諸経費の精算について（案） 

 
今後、協議会を運営していく上で、様々な経費が随時発生すると思われる。ガイドライ

ン策定において及びガイドライン策定後において、発生する又は発生する予定の以下の費

用項目について、必要となる事務量等に関して検討を進め、今年度中には負担方法を結論

付けておく必要がある。 
 
 
今年度必要とされる協議会諸費用とその負担先（案） 

 ① ガイドラインの英文翻訳に係る費用（パブリックコメント用） 

     概算 ９００，０００ 円 

電気通信事業者協会を除く９事業者（団体）で按分 

 

 ② エコマーク(仮称)の商標登録に係る費用 

       概算 ２００，０００ 円（１区分図形のみの場合、別添資料参照） 

   電気通信事業者協会で負担 

 

 

 

（参考）来年度以降必要と想定される経費 

 ① 修正ガイドラインに係る英文翻訳費用（年１回） 

 ② サーバ費用、ホームページ作成委託費用 

 ③ 機器登録受付等に係る人件費及び諸費用 

 ④ エコマーク(仮称)登録受付等に係る人件費及び諸費用 

 ⑤ ガイドラインの普及等の広報に係る諸費用 

 ⑥ その他経費 

 

 

以 上  
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